
【事例４】仕入書価格以外に支払っている費用（検査費用）

買手が自己のために行った検査費用を負担している場合

貨物、仕入書送付（50,000円）

売買契約（50,000円）

検査の委託

検査費用支払（10,000円）

現実支払価格＝〔 〕仕入書価格（50,000円）

買 手
（日本）

売 手
（外国）

検査機関
（外国）

貨物代金支払（50,000円）

貨物の検査

○ 売手が行う検査とは別に買手が追加で検査を依頼している。

※買手が自己のために行った検査費用は課税価格に算入しません。



売手（売手の依頼を受けた検

査機関等の第三者を含む。）

が自己のために行った検査に要

した費用で買手が負担する場

合

⇒ 課税価格に算入します。

含ま
れる

含まれ
ない

買手（買手の依頼を受けた検

査機関等の第三者を含む。）が

自己のために行った検査に要した

費用で買手が負担する場合

⇒ 課税価格に算入しません。

検査費用が課税価格に・・・

詳細は、右の資料をご覧ください。



① 何に基づいて行っているか

（売買契約書、発注書等）

② どこで、誰のために（誰の責任において）行っているか

（検査結果報告書等）

③ 誰から誰に費用を支払っているか

（請求書、送金明細等）

仕入書価格以外に支払っている検査費用がある場合、

現実支払価格に含めるかどうか確認するべきポイント


